
津軽広域連合（以下「発注者」という。）が管理運営する津軽広域クリーンセンターに設

　　　　置された消防用設備の保守点検業務に係わる必要事項について、以下の通りとする。

１．業務内容

(1) 消防法第１７条の３の３の規定による、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検

　　　　 結果報告に添付する点検票の様式」及び「消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点

　　　　 検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての様式」の定めるところにより適正に行う。

１）機器点検

　　　　　次の事項について、消防用設備等の種類に応じ、別に告示で定める基準に従い確認

　　　　すること。

　　　　　イ）消防用設備等に附置される動力消防ポンプの正常な作動

　　　　　ロ）消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別

できる事項

　　　　　ハ）消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項

２）機器・総合点検

　　　　　上記機器点検に加え、消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または当該消

　　　　防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等

　　　　の種類に応じ、点検基準により確認すること。また、機能の点検によって、消防用設備と

　　　　しての機能を損なう設備については、新しいものと交換し、適正な配置を維持しなけれ

　　　　ばならない。なお、交換用の設備は、発注者が負担するものとする。

(2) 点検が完了した設備には、点検済みであること、点検業者、点検日を明確に表示すること。

(3) 消防用設備の内容

１）消火器設備

蓄圧式 　ABC粉末消火器 ※　13本

※　うち3本は機能点検及び放射試験後に交換とする。

２）屋内消火栓設備（易操作性１号消火栓）

・ 消火栓用ポンプ 1台

：　200V, 5.5kw, 300 ℓ／min、呼水槽なし

・ ポンプ操作盤 1面

・ 消火栓 ：　易操作性１号消火栓 6組

３）自動火災報知設備

・ 受信機 ：　P型1級、回線数　7/15　 1面

・ 感知器 ：　定温式スポット型（防水型） 31個

　　光電式スポット型煙感知器（２種、非蓄積型） 29個

・ 発信機 ：　P型１級、屋内型　 6個

・ 表示灯 6灯

・ 地区音響装置 6個

・ 常用電源 1組

・ 予備電源 1組

４）誘導灯設備

・ 避難口誘導灯　　 ： B級 10灯

C級 12灯

・ 通路誘導灯　　　　： C級 2灯

・ 階段通路誘導灯 10灯

５）防火シャッター

手動式防火シャッター（横1500mm×縦1000mm） 1台
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(4) 点検回数と実施時期

１）機器・総合点検 １回（７月～９月）

２）機器点検 １回（１月～３月）

２．委託期間

契約締結の翌日から令和８年３月１９日まで

３．関係法令等の遵守

(1) 消防用設備等の種類に応じた点検資格を有する資格者に実施させなければならない。

(2) 業務従事者の名簿及び資格を証する免状等の写しをあらかじめ提出するものとする。

(3) 業務の実施に当たっては、関係法令等（通達等を含む）を遵守して行うものとする。

４．点検報告及び報告書の提出

(1) 保守点検において異常及び不良・故障箇所等を確認した場合は、速やかに発注者へ報告し、

　　　　 その後の対応について協議するものとする。

(2) 点検の結果の報告は、消防用設備等点検結果報告書に、消防用設備等又は特殊消防用設

　　　　 備等の種類等に応じた点検表を添付して作成し、発注者に３部提出すること。

(3) 機器・総合点検の報告書は、点検実施日の翌月末日までに発注者に提出すること。

(4) 行政機関への報告が必要なものについては、受注者が消防法等の規定により、届け出るもの

　　　　 とする。

５．秘密の保持

　　　　　　受注者は、本業務で知り得た事項を他に漏らしてはならない。また、本業務完了後も同様とす

　　　　　る。

６．その他

(1) 保守点検作業の実施に際しては、あらかじめ日程及びその他必要事項について発注者と協

　　　　　議のうえ取り決めるものとする。

(2) 受注者は、業務を遂行するために必要な車両、設備、機材等を用意すること。

（3） 当該施設はし尿等処理施設となっており、受注者は点検業務の実施にあたって、施設の維持

　　　　　管理作業に支障がないよう十分注意しなければならない。

(4) 事故発生その他の緊急に報告することを要する事項については、その都度速やかに発注者

　　　　　へ報告を行うものとする。

(5) 受注者は、発注者の所有する建造物、工作物等の諸施設に損害を与えたときは、直ちに発

　　　　　注者に報告し、原状修復しなければならない。

(6) 発注者が当該施設において消防訓練等を実施する場合には、訓練実施にあたり安全を期す

　　　　　るため、受注者は各設備等の操作要領の指導等、訓練に立会い協力すること。

(7) 受注者は、発注者が実施する環境配慮に係る取り組みへの協力要請に準じて、可能な限りこ

　　　　　れに協力すること。

(8) この仕様書に定めのない事項及び業務の実施にあたり疑義の生じた事項については、発注

　　　　　者と協議して決定するものとする。
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